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2 7 盛 財 第 9 9 号 

平成27年10月22日 

 

各部，室，局，課，所の長 

行政機関，公の施設の長      様 

議会，各委員会，委員の事務局長 

 

財 政 部 長 

 

平成28年度予算編成方針について 

このことについて，盛岡市財務規則（昭和46年規則第33号）第４条の規定に基づき，次により通

知します。 

記 

１ 国及び県の予算編成の動向 

国の平成28年度予算は，「平成28年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」

（平成27年７月24日閣議了解）において，「「経済財政運営と改革の基本方針2015」（平成27

年６月30日閣議決定）で示された「経済・財政再生計画」の初年度の予算であり，「手を緩め

ることなく本格的な歳出改革に取り組む。歳出全般にわたり，平成25年度予算から平成27年度

予算までの安倍内閣の歳出改革の取組を強化するとともに，施策の優先順位を洗い直し，無駄

を徹底して排除しつつ，予算の中身を大胆に重点化する。」こととされたところです。 

また，県は「平成28年度の予算編成について」（平成27年10月５日副知事依命通知）におい

て，東日本大震災津波からの復旧・復興に係る事業については優先的に実施するとともに，財

源が限られる中，全ての事務事業を精査し，「いわて県民計画」に掲げる「希望郷いわて」の

実現に向けた施策を確実に推進する編成を行うこととしています。 

２ 本市の財政状況と予算編成の基本的考え方 

本市では，経常収支比率が依然として高い水準にあるなど，新規事業や投資的経費などの臨

時的な財政需要に対応できない硬直化した財政構造となっています。歳入においては，総務省

の概算要求では地方交付税が前年比マイナス２％となっており，歳出においては，社会保障関

係経費の自然増や公共施設保有最適化・長寿命化計画関連経費の確保，国体開催関連経費の増

加などにより，現時点では歳入歳出の差引による総計で約20億円の大幅な収支不足が見込まれ

ています。 

したがって，平成28年度の予算編成に当たっては，平成27年度からスタートした新しい総合

計画の推進，特に子育て応援や国体開催などの戦略プロジェクトに重点的に取り組むため，多

くの事業費が見込まれることから，あらゆる手段を講じて歳入の確保に努めるとともに，戦略
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プロジェクト評価結果を基にした予算の重点化に対応した予算編成方法とすべく，従来の施策

別予算配分方式において生じている様々な課題の段階的な解消に向け，財政課による予算査定

方式を導入して，事業費の総点検（精査）を行い，適正な事業経費の予算化を図ることとしま

す。 

各部等の長を中心に職員一人ひとりの創意工夫が積み重ねられた「総力戦予算」とすべく，

次の事項及び別紙「予算見積要領」に留意し，予算要求をお願いします。 

(1) 予算要求上限額の遵守 

事務事業のビルド＆スクラップによる重点化の徹底を図り，従来の予算計上にとらわれず

に，ゼロベースで見直し，事務事業別の予算見積りについては，部局別に予算要求上限額を

示すので，その上限額以内で要求を行うこと。 

なお，総合計画事業や戦略プロジェクト，社会保障関係事業等を実施するため，一般経費

については，前年度当初予算における一般財源総額に 100分の92を乗じた額を予算要求にお

ける所要一般財源の上限額とするので，遵守されたい。 

(2) 歳入の確保 

歳入では，新たな国庫・県補助金等の活用や市税及び税外収入の適正な賦課，収納率の向

上に努めるとともに，未利用土地及び処分可能土地の利用及び処分，ネーミングライツ等に

より諸施策の推進に要する財源の確保に努めること。 

(3) 歳出の削減 

歳出では，限られた財源の重点的かつ効果的な活用を図るなど経営資源の最適化を進める

とともに，平成26年度の決算状況を分析し，引き続き経常経費等の削減及び建設工事等のコ

スト削減に努めること。 

(4) 国・県の動向の注視 

国又は県が進める地方行財政に関する制度の見直しについては，その動向を注視すること。

特に，国が「基本方針2015」及び「『日本再興戦略』改訂2015」（平成27年６月30日閣議決

定）等を踏まえた諸課題に対応するため措置する「新しい日本のための優先課題推進枠」に

留意すること。 


